
企業主導型保育施設用 ※裏面も記入が必要です

令和８年度教育・保育給付認定（変更）申請書（現況届）兼保育所等入所申込書

春日市長 宛 （誓約）私（申請者）は、裏面の内容について同意の上、教育・保育給付認定及び保育

施設の入所について関係書類を添えて申請します。

○育児休業からの復職意思の確認（育児休業からの復職予定の申込みで該当する世帯のみ記入）

※利用調整に関する重要な事項になりますので、よく読んで確認してください。

○世帯員（申込児童を除く）

※世帯分離の場合も同居している人は全て記入、また、単身赴任などで別居している保護者も全て記入してください。

※個人番号（マイナンバー）は、保護者（父母または子を監護している者）及び保護者を除く扶養義務者以外は、原則、記入不要です。必要とな

る場合は、市こども未来課から連絡します。

○世帯の状況 ※該当する区分にチェックをし、必要事項を記入してください。

ふりがな かすが たろう 個人番号（マイナンバー）

申請

児童名
春日 太郎

性別 男・女 生年月日・年齢 平成・令和 ６年 ６月 １日 １ 才 （令和 8年 4月 1日現在）

住所 ※転入前の場合は現在の住所

〒８１６－８５０１ 春日市原町○丁目○番地 ○○マンション 101 号

住民票 R7.1.1 時点：春日市／市外（父： 、母： ） R8.1.1 時点：春日市／市外（父： 、母： ）

入所希望日（認定開始希望日） 保育状況

令和 ８ 年 ４ 月 １ 日から ☐家庭保育 □通園中（園名 ） □その他（ ）

希望施設 ※希望する園を全て記入してください。 ① ○○保育園 ② ③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

利用調整の結果、きょうだいが同時に同

じ保育所等へ入所することができない場

合（1つにチェック）※新規のみ

□全員同時に同じ施設に入所できるまで待機 □全員同じ時期であれば異なる施設でも入所させる

□入所できる児童から同じ施設に入所させる □入所できる児童から異なる施設でも入所させる

☐

利用調整の結果、希望保育施設に空きがなく保留となった場合、育児休業の延長が可能です。

つきましては、世帯の状況（指数）にかかわらず利用調整における順位を下げることを承諾します。

※利用調整において、通常の指数から大幅に減点（－100 点）して選考します。

※利用調整の結果、入所が可能な場合（希望保育施設に空きがある場合）は、入所が決定となります。

氏名 続柄 年齢 生年月日 勤務先・学校等 個人番号（マイナンバー）
（申請者） 本人確認（ ）

父 3８
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

○・○・○
株式会社○○かな かすが いちろう

氏名 春日 一郎

かな かすが あきこ

氏名 春日 秋子 母 3６
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

○・○・○ ○○百貨店

かな かすが かずお

氏名 春日 一男 祖父 6３
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

○・○・○ ○○工務店

かな かすが ふゆこ

氏名 春日 冬子 祖母 66
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

○・○・○ 無職

かな かすが はるこ

氏名 春日 春子 姉 1６
Ｔ・Ｓ・Ｈ・Ｒ

○・○・○ ○○高校

電話番号 父：090－○○○○－○○○○ 母：080－○○○○－○○○○ 他（自宅）：092－○○○－○○○○

保育所等への入所を必要とする理由 ※保育所等を希望する場合のみ 生活保護の状況

続

柄

父
þ就労・就労内定 □妊娠出産 □疾病・障がい □同居の親族等の介護又は看護 þ適用なし

□災害復旧 □求職活動 □就学等 □その他（ ） □適用あり ※↓記入

母
þ就労・就労内定 □妊娠出産 □疾病・障がい □同居の親族等の介護又は看護 （担当 ）

□災害復旧 □求職活動 □就学等 □その他（ ） （ 年 月 日開始）

その他 児童扶養手当（ひとり親のみ記入）

□単身赴任（続柄： 住所： ） □受給中（申請中）

□ひとり親 ※児童扶養手当欄も記入してください。 □未申請・非該当 ※↓いずれかにチェック

□在宅障害者（児）がいる（続柄： ）※手帳の写しを添付 □所得超過 □その他（理由： ）

（受付印）

（裏 面 へ）

記入例



教育・保育給付認定(変更)申請書(現況届)兼保育所等入所申込書に係る同意等について

１ 共通

※この書類に記入された内容が事実と異なる場合は、子ども・子育て支援法第 24 条第 1 項及び子ども・子育て支援法施行令第 3 条第
2号の規定により、教育・保育給付認定を取り消し、及び同法第 12 条の規定により、既に受けた教育・保育給付の額に相当する金額
の全部又は一部の支払を求めることがあります(教育・保育給付認定が取り消されたときは、退所となります。)。

内容 ﾁｪｯｸ

1
所得状況については地方税法等の規定に基づく課税台帳等および個人番号による情報連携等により、世帯の状況等については住民

基本台帳法に基づく住民基本台帳等および個人番号による情報連携等により確認されることを承諾します。また、春日市が保育料

額を決定するために限って地方税関係情報について取得することに同意します。
þ

2 必要に応じて、関係部署・関係機関と児童や同居世帯の状況について情報共有することに同意します。 þ

３

教育・保育給付認定申請等入所申込書類の提出後に、申請内容の変更があった場合は、書類の修正・追加が必要となる場合があり

ますので、必ず保育担当に問い合わせてください。申請内容が事実と異なる場合は入所（認定）取消または利用調整から外れる場

合があります。
þ

４
提出された書類は、理由のいかんに関わらずお返しできません。提出された書類の開示(閲覧及び写しの交付)については、個人情
報の保護に関する法律に基づく開示請求を行っていただくことになります 。 þ

５ 教育・保育給付認定の可否の決定は、春日市が申請を受け付けた日から 30日を超えても異議はありません 。 þ


